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2018 年９月５日 

 

各   位  

 
不動産投資信託証券発行者名  
 東京都千代田区神田小川町三丁目 3番地 
 ヘルスケア＆メディカル投資法人 
 代表者名  執行役員  吉岡 靖二 
  （コード番号 3455） 
資産運用会社名   
 ヘルスケアアセットマネジメント株式会社 
 代表者名  代表取締役社長  吉岡 靖二 
 問合せ先  財務管理部長  木村 秀則 
 TEL:03-5282-2922 

 

規約変更及び役員選任に関するお知らせ 

 
ヘルスケア＆メディカル投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日開催の役員会

において、2018年10月30日開催の本投資法人の第３回投資主総会（以下「本投資主総会」といい

ます。）の決議事項を下記のとおりとすることを承認いたしましたのでお知らせいたします。 

なお、下記事項は、本投資主総会での承認可決をもって効力を生じます。 

 

記 
 
1. 規約の一部変更（第１号議案）の主な内容及び理由について 

(1) 本投資法人が原則として毎期継続して利益を超えた金銭の分配を行う方針とする旨の規定

を追加するものです。（現行規約第 36 条第２項） 

(2) 本投資法人が他の投資法人との間で新設合併又は吸収合併（本投資法人が吸収合併存続法人

である場合及び吸収合併消滅法人である場合を含みます。）する場合において、資産運用会

社が遂行する当該合併に関する業務の対価として、取得報酬に準じた基準により、資産運用

会社に対して合併報酬を支払う旨の規定を新設するものです。また、かかる合併報酬の新設

に伴い、合併の場合に取得報酬及び譲渡報酬が重ねて生じないことを明確にするため、規定

を追加するものです。（現行規約第 38 条第 1項） 

(3) その他、規定内容の明確化のために変更を行うものです。（現行規約第 36 条第 1 項及び第

40 条第２項） 

（規約の一部変更の詳細については、添付資料「第３回投資主総会招集ご通知」をご参照く

ださい。） 

 

2.役員の選任（第２～４号議案）について  

執行役員吉岡靖二並びに監督役員藤本幸彦及び志田康雄は、それぞれ 2018 年 10 月 31 日を

もって任期満了となりますので、本投資主総会におきまして、執行役員１名（候補者：吉岡靖

二）及び監督役員２名（候補者：藤本幸彦及び志田康雄）の選任に係る議案を提出いたします。

なお、執行役員及び監督役員の任期は、現行規約第 17 条第２項の定めにより、2018 年 11 月１

日より２年間となります。 

また、執行役員が欠けた場合又は法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、本投資主

総会におきまして、補欠執行役員 1名（候補者：藤瀨裕司）の選任に係る議案を提出いたしま

す。補欠執行役員の選任に係る決議が効力を有する期間は、現行規約第 17 条第３項の定めに



 

2 
 

より、上記執行役員の就任日である 2018 年 11 月１日より２年間となります。 

（役員の選任の詳細については、添付資料「第３回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。） 

 

3. 日程 

 2018 年９月５日 本投資主総会提出議案の役員会承認 

 2018 年 10 月１日 本投資主総会招集ご通知発送（予定） 

 2018 年 10 月 30 日 本投資主総会開催（予定） 

 

添付資料：第３回投資主総会招集ご通知 

 

以上 

 

＊本投資法人のホームページアドレス：http://www.hcm3455.co.jp 
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